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狭山市立山王小学童保育室 指定管理者業務仕様書 

 

狭山市立山王小学童保育室（以下「山王学童」という。）の指定管理者（管理運営を

実施する団体）が行う業務の内容及びその範囲等は、この仕様書による。 

 

１．趣旨 

本仕様書は、山王学童の指定管理者が行う業務の内容及び履行方法について定め

ることを目的とする。 

 

２．山王学童の管理に関する基本的な考え方 

山王学童を管理運営するにあたり、次に掲げる項目に沿って行うこと。 

(１) 指定管理者は、児童福祉法、狭山市立学童保育室条例及び狭山市立学童保育室

管理規則、狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定め

る条例（以下「設備運営基準」という。）の趣旨に則り、山王学童のサービスの

向上と業務の効率化を図るという設置目的に基づき、管理運営を行うこと。 

（２）地域住民や利用者の意見を管理運営に反映させること。  

（３）個人情報の保護を徹底すること。 

（４）効率的な運営をすること。 

（５）管理運営費の削減に努めること。 

（６）待機児童を解消するため、学校の余裕教室が借用できる場合は、タイムシェア

型学童保育室（※）を実施すること。 

   ※小学校の余裕教室を一時的に借用し、本体学童保育室と一体的に放課後児童

健全育成事業を行うことをいう。 

 

３．施設の概要 

（１）名    称 狭山市立山王小学童保育室 

（２）所 在 地 狭山市大字南入曽５５番地（山王小学校校地内） 

（３）構   造 鉄筋コンクリート造４階建て 

（学童保育室は１階及び４階の一部） 

（４）規      模 延べ床面積 ５６０㎡ 

         ※タイムシェア分学童保育室、トイレ、廊下等共有部分含む 

 

４．保育時間 

山王学童において保育を行う時間は、次のとおりとする。 

（１）小学校の授業日の月曜日から金曜日 放課後から午後７時００分まで 

（２）小学校の休業日の月曜日から金曜日 午前７時３０分から午後７時００分まで 

（３）小学校の授業日の土曜日 放課後から午後６時００分まで 
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（４）小学校の休業日の土曜日 午前７時３０分から午後６時００分まで 

午前７時３０分から午前８時００分まで及び午後６時３０分から午後７時００分

までの延長保育時間を含む。なお、土曜日の午後の延長保育は行わない。 

また、埼玉県民の日（１１月１４日）、運動会の振替休日等学校が指定する休業日

は（２）と同様とする。ただし、指定管理者が特に必要と認めたときは、あらかじめ

市長の承認を得て、保育時間を変更することができるものとする。 

 

５．休室日 

山王学童の休室日は、次のとおりとする。 

（１）日曜日 

（２）国民の祝日に関する法律（昭和２３年法律第１７８号）に規定する休日 

（３）１月２日、同月３日及び１２月２９日から同月３１日までの日 

（４）市長が特に必要と認めた日 

 

６．入室者の要件 

山王学童に入室できる児童は、市内に居住する小学生とし、かつ、保護者の就労ま

たは疾病等の事由により常時家庭が留守等になっている者とする。 

なお、入室者の決定に関する業務は、市が行う。アレルギー等特別な配慮を必要と

する小学生についても積極的に受け入れを行い、適切な保育を実施すること。 

 

７．募集人数 

（１）山王学童ではタイムシェア型学童保育室を実施するため、募集人数は、１２０

名（タイムシェア分４０名を含む。）とする。ただし、年度ごとの募集人数は、

山王学童の入室の申込状況等を勘案し、年度協定にて別に定めるものとする。 

（２）募集人数を超える申し込みがあった場合は、市が指定管理者と協議し、設備運

営基準に照らして、児童の保育に支障のないことを確認したうえで、弾力的に

受け入れることとする。 

 

８．保育料 

保育料は、市が徴収し、市の収入とする。 

 

９．法令等の遵守 

山王学童の運営管理にあたっては、本仕様書のほか、次の各項に掲げる法令等に基

づかなければならない。 

（１）児童福祉法 

（２）地方自治法（昭和２２年法律第６７号） 

（３）こども基本法（令和４年法律第７７号） 
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（４）子ども・子育て支援法（平成２４年法律第６５号） 

（５）狭山市立学童保育室条例 

（６）狭山市立学童保育室管理規則 

（７）狭山市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例 

（８）放課後児童クラブ運営指針（令和７年１月２２日付けこども家庭庁成育局長通

知） 

（９）狭山市公の施設の指定管理者の指定手続等に関する条例（平成１６年条例第３

号） 

（１０）学校設置者等及び民間教育保育等事業者による児童対象性暴力等の防止等の

ための措置に関する法律（令和６年法律第６９号） 

（１１）個人情報の保護に関する法律（平成１５年法律第５７号） 

（１２）狭山市個人情報保護に関する法律施行条例（令和４年条例第２２号） 

（１３）狭山市情報公開条例（平成１３年条例第１７号） 

（１４）狭山市情報公開条例施行規則（平成１３年規則第３７号） 

（１５）狭山市行政手続条例（平成９年条例第２６号） 

（１６）狭山市暴力団排除条例（平成２４年条例第２２号） 

（１７）その他の関係法令 

   本指定期間中に上記（１）～（１７）に規定する法令に改正があった場合 

は、改正された内容を仕様とする。 

 

10．支援の体制  

（１）支援員等の配置 

指定管理者は設備運営基準に基づき支援員を配置し、運営業務を十分に履行

できる体制を確保すること。 

※支援単位は、３支援単位（タイムシェア分１支援単位を含む。）とする。 

※山王学童に責任者を１名（常勤）配置すること。 

（２）雇用等 

① 職員の採用に関しては、有資格者を優先するとともに、就業規則等により労

働条件を明示すること。 

② 職員の勤務形態は、施設の運営に支障がないように定めること 

③ 職員に対して、施設の運営管理に必要な研修を実施すること。 

④ 市内雇用に努めること。 

 

11．業務内容 

（１）児童の入退室に関すること 

① 市より入室が決定した児童の連絡を受けた指定管理者は、当該児童及びその

保護者と面接を行い入室の準備を進めること。 
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   ② 入室する児童の保護者より提出された書類のうち、児童調査表は山王学童で

保管することとし、口座振替依頼書は市へ提出すること。 

   ③ 山王学童に在籍していた児童が退室する際に退室届けを受理した場合は、速

やかに市へ報告すること。 

   ④ 市からの依頼に基づき、翌年度の入室説明会を適切にすること。 

※ 山王学童への入室に係る申請書の受付と、審査及び入室の可否の決定は市

が行い、入室決定者については、入室する月の前月の２５日までに市から

指定管理者へ連絡する。 

（２）児童の保育に関すること 

① 指定管理者は職員を配置し、児童福祉法、狭山市立学童保育室条例及び同管

理規則、設備運営基準、その他関係法令に則り、山王学童に在籍する児童を

適切に保育すること。 

② 学校等関係機関と連携を密にし、学校等関係機関が定める規則に従い適切に

保育すること。 

   ③ 職員は、保育とともに、これに関連するものとして、次に掲げる業務を行う

こと。 

   ・児童の事故、けが、病気への対応・不審者や災害への対応 

   ・児童出欠簿や保育日誌の記入 

   ・職員の勤務予定表の作成 

   ・広報紙の発行 

   ・月間及び年間の行事計画の作成 

   ・児童のおやつの準備 

   ・消耗品、材料費等の購入及び管理 

   ・職員の各種会議等への出席 

   ・年度当初の新入児童の出迎え 

   ・保育に関する資料、記録等の整理管理 

   ・児童の保護者への情報伝達、地域への対応、学校及び市との連携 

   ・児童の入室及び退室の管理（安心でんしょばとを使用） 

   ・開室日数や在室児童数等の統計資料の作成 

   ・保育のボランティアや研修生の受け入れ 

   ・児童の保護者からの相談への対応 

・その他、児童の保育に関して必要な業務 

（３）児童の安全確保に関すること 

① 児童の送迎は、保護者又は保護者から依頼を受けた者が行うこと。指定管理

者は、児童を保護者等へ引き渡すにあたっては細心の注意を払うこと。また、

児童の住所、氏名、年齢、学年、保護者名、緊急時の連絡先等を把握し、保

護者との連絡が取れるようにしておくこと。 
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② 指定管理者は、児童の安全確保のため、定期的に施設や遊具などの点検を行

うとともに、必要な修繕を行い、事故防止に努めること。 

③ 事故の発生、不審者の侵入、感染症や非常災害の発生等に備えて、安全計画

及び事業継続計画を整備し、職員に周知するとともに、様々な場面を想定し

た避難訓練等を実施するなど、必要な措置を講ずること。 

   ④ 指定管理者は、防火管理者を選任し、計画的に防火訓練等を行い、日頃から

児童及び職員の防火意識を高めるとともに、施設や設備の点検を行うこと。

また、必要に応じて、専門機関による施設や設備の定期点検や消防署等によ

る指導を受けること。 

⑤ 児童の急な病気やけがに対して応急措置ができるよう、必要な薬品等を備え

るとともに、職員の研修を実施すること。また、日常から医療機関との連携

を図り、万一、重大なけが等が発生した場合には、救急搬送するなど速やか

に対応すること。 

⑥ 児童虐待等を未然に防止するため、職員は、虐待等の兆候を察知した場合に

は、速やかに市へ通報すること。 

⑦ 山王学童では、おやつを提供するため、また、小学校が休業日の場合、山王

学童へ児童は昼食を持参するため、職員の保菌検査を毎月一回以上実施する

など、衛生面に十分配慮すること。 

⑧ 山王学童に、事故、災害等が発生した場合には、速やかに市へ通報するとと

もに、その対応について、後日、書面で報告すること。 

また、次に掲げる損害保険・賠償責任保険に加入すること。 

１）損害保険 

 施設管理下（学童保育室と学校、自宅との往復途上を含む）の偶発事故に対

する保障 

  死亡・後遺傷害保険金  ５，０００千円以上（１名につき） 

  入院保険金（日額）   ５，０００ 円以上（  〃  ） 

  通院保険金（日額）    ２，０００ 円以上（  〃  ） 

２）賠償責任保険 

 業務遂行に起因して生じた事故による第三者に対する賠償責任保障 

  身体賠償 1 名につき  １億５，０００万円以上  

  1 事故につき      １０億円以上 

  財物賠償 1 事故につき ２，０００万円以上 

⑨ 上記のほか、児童の安全に関わる問題や課題に対しては、市と連携して、そ

の解決にあたること。 

（４）授業時間の変更等への対応 

小学校の授業時間等が変更になった場合の対応は、次のとおりとする。 

① 学校行事等により授業時間が変更となる場合には、変更後の時間に合わせて
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保育を行うこととする。 

② 台風・降雪等により、小学校が臨時休校になった場合又は授業時間が変更に

なった場合は、児童の安全の確保の観点から、保育は行わないこととする。 

③ インフルエンザ・百日ぜき・はしか・おたふく・風疹・水ぼうそう・結核な

どの、学校感染症により、学級閉鎖となった学級の児童については、保育を

行わないこととする。 

※ 上記以外の事由により、小学校が休校となった場合又は、授業時間が変

更になった場合は、保育を行うように努めること。 

（５）保護者等からの相談等に関すること 

  児童の保護者等からの要望や相談等には、迅速かつ適切に対応し、その結果を

速やかに市へ報告すること。 

（６）自主事業に関すること 

① 指定管理者は、市の承認を得て、山王学童の設置目的から逸脱しない範囲に

おいて自主事業を行うことができるものとする。 

② 自主事業に要する経費は、指定管理者の負担とするが、市の許可を得て参加

者から参加費を徴収し、これを自主事業の経費に充てることができるもの

とする。ただし、参加費は、実費相当額とすること。 

③ 自主事業を行う場合で、これに参加しない児童がいる場合には、当該児童は

山王学童で保育すること。 

（７）施設及び設備の維持管理に関すること。 

① 山王学童の適正な運営を図るため、以下の設備等に関する保守管理を行う

こと。 

（保守点検等業務に係る詳細は別表のとおりとする。） 

② 駐車場の管理に関すること。 

③ 施設賠償責任保険に加入すること。 

（８）その他 

① 個人情報保護の体制をとり、職員に周知・徹底を図ること。 

   ② 狭山市環境方針を踏まえて、省エネルギーの徹底・温室効果ガスの抑制・廃

棄物のリサイクル等、環境に配慮した取組みを行うこと。 

③ 指定管理者は、狭山市暴力団排除条例に則り、暴力団と関わりを一切持たな

いこと。 

④ 指定管理者は、山王学童を運営するにあたり、宗教や人種等の多様性に十分

な配慮を行う一方で、山王学童においては、政治や宗教に係る活動は行わな

いこと。 

⑤ 学童保育室職員用の駐車場は、必要に応じ、職員または指定管理者において

学童保育室の敷地外に確保すること。ただし、児童の突発的なケガや傷病等

により、職員が児童を医療機関へ搬送及び同行する場合を想定し、職員用車
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両１台に限り、学童保育室敷地内に待機させておくこと。 

 

12．管理運営に係る経費 

（１）予算の執行 

① 予算の執行については、次により執行すること。 

１）人件費 

支援員等の給与等は、申請団体からの予算提案額に基づき協定書で定め

た額で執行するものとする。 

２）事務費 

事務に必要な旅費、消耗品等の費用については、予算提案額で執行する。 

３）事業費 

事業に必要な謝金、消耗品等の費用については、予算提案額で執行する。 

４）管理費 

ア．ガス料金については、現状のエネルギー価格高騰の影響を見込んだ予算

提案額で執行し、年度末精算とする。電気及び上下水道料金については

市が負担する。 

イ．清掃費、機械警備費、設備保全費（冷暖房、消防設備、電気設備等）、

害虫駆除費については、予算提案額で執行する。 

ウ．修繕料は、１件１００万円（消費税を含む）以下の修繕及び「１５（２）

大便器洋式化修繕」を対象とし、予算提案額以内で執行し、年度末精算

とする。 

エ．備品購入費については、予算提案額以内で執行し、年度末精算とする。 

５）事務手数料 

事務手数料は、予算提案額で執行すること。 

② 年間の運営は予算の各費目の金額以内で執行すること。なお、修繕料及び備

品購入費については、市との協議のうえ、相互に流用ができる。 

（２）精算及び事業報告 

会計年度終了後、３０日以内に事業の精算を行うこと。 

（３）経理規定 

指定管理者は経理規定を策定し、経理事務を行う。 

（４）立入検査について 

市は必要に応じて、施設、物品、各種帳簿等の現地検査を行うこととする。 

 

13．再委託について 

指定管理者は、施設の保守点検や清掃等の個別の業務については、市と協議のうえ、

第三者に委託することができるが、管理運営業務の基本となる業務は委託することは

できず、また、管理運営業務を一括して委託することはできない。 
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14．備品 

指定管理者は、次に定めるところに従い、備品業務を行うこととする。 

（１）指定管理者制度を導入する前より市が備え付けている備品は、指定管理者が

山王学童の管理運営を行うために使用する場合は無償で使用することができる

ものとする。 

（２）備品を購入する場合には、あらかじめ市と協議し、指定管理料により購入し

た備品は、市に帰属するものとする。 

（３）指定管理者は、備品台帳を備えて適正に管理するとともに、購入や廃棄等の

異動状況について定期的に市に報告するものとする。 

 

15．修繕 

（１）通常修繕 

施設や設備の修繕を行う場合は、緊急若しくは軽微（１件当たり５０，０００円

（消費税含む。）未満をいう。）の場合を除き、予め市と協議を行うこと。 

 （２）大便器洋式化修繕 

   別紙「大便器洋式化修繕業務基準」のとおり、修繕を行うこと。 

  

16．報告 

（１）定期報告書の提出 

① 月毎の報告 

   指定管理者は管理業務等に関する報告書を作成し、原則毎月２０日までに

市に提出する。 

② 四半期毎の報告 

指定管理者は、管理業務及び経理状況等に関する報告書を作成し、原則各

四半期の終了後２０日以内に市に提出する。 

③ 年度毎の報告 

指定管理者は、管理業務及び経理状況等に関する報告書を作成し、年度終

了後３０日以内に市に提出する。 

 （２）業務計画書の提出 

  ① 指定管理者は、毎年度、業務等に関する計画書及び収支予算書を作成し、市

が指定する期限内に市へ提出すること。 

   ② 月１回発行する「学童だより」を作成し、所定の日までに市に提出する 

（３）その他必要に応じての事業報告等の聴取 

上記に掲げるほか、市は必要に応じて管理業務について報告を求め、モニタリン

グし、又は必要な指示を行うこととする。 
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17．利用者アンケートの実施 

  入室する児童及び保護者に対し、公の施設における利用満足度、ニーズ等を把握す

るためのアンケート調査を、毎年度１回以上実施すること。調査結果から抽出された

意見や問題点等について、速やかに対応を検討するとともに、年度終了後の事業報告

書においてこれを市に報告すること。 

 

18．指定管理業務の引継ぎ 

（１）指定管理者は、指定期間終了後又は指定の解除等により、次期管理運営者へ

業務を引き継ぐ際は、次期管理運営者が円滑かつ支障なく業務を遂行できるよ

う、引継ぎを行わなければならない。 

（２）指定管理業務の引継ぎにあたり、市は、指定管理者に対し、必要に応じて指

示することができ、指定管理者は、これに従わなければならない。 

 

19．協議 

指定管理者は、この仕様書に規定するものの他、指定管理者の業務の内容及び処理

について疑義が生じた場合は市と協議し決定する。  

 

20．その他 

  照明設備の更新については、市が令和９年度から令和１０年度の間を目途に計画

している事業に基づき実施することから、指定管理者は、自らの判断で照明設備の

LED 化改修を行ってはならない。指定管理者は、本設備更新工事が実施される場

合、以下の事項を遵守し、市及び工事施工者と緊密に連携し、円滑な工事の実施に

協力しなければならない。 

 （１）協力義務 

指定管理者は、工事期間中、本施設の利用者の安全確保及び運営への影響を最

小限に留めるため、市からの要請に基づき、利用制限の調整、代替スペースの確

保、その他必要な措置を講じなければならない。 

 （２）要請の遵守 

前項の協力要請があった場合、指定管理者は正当な理由がある場合を除き、こ

れに従わなければならない。 

 （３）事前協議の実施 

工事着手の３ヶ月前までに、市と指定管理者で工事期間中の運営調整について

協議し、合意形成を図るものとする。 
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別表 

 

狭山市立山王小学童保育室管理保守点検等業務 

 

項目 必要管理項目 頻  度 

清掃 日常清掃 毎日 

定期清掃 年３回以上 

※専門業者による 

消防設備 

(消防法第 17 条の 3の 3) 

定期点検 年２回 

特定建築物 

(建築基準法第 12 条第 2

項) 

建築物点検 

(建築基準法施行規則第 5 条の

2) 

３年に１回 

特定建築設備 

(建築基準法第 12 条第 4

項) 

建築設備等点検 

(建築基準法施行規則第 6 条の

2) 

年１回 

防火設備 

(建築基準法第 12 条第 3

項) 

定期点検 年１回 

空調機器 

(フロン排出抑制法) 

簡易点検 

 

年４回 

※うち２回以上フ

ィルター清掃を行

うこと 

定期点検 

 

年１回以上 

機械警備 日常警備 通年 

害虫の殺虫消毒 定期消毒 年１回 

※専門業者による 

浄化槽維持管理 

（合併、長時間ばっ気方式 

 ３１㎥/ｄ） 

浄化槽法等関係法令に基づく

保守点検作業 

週１回 

※専門業者による 

浄化槽法等関係法令に基づく

清掃作業 

年１回以上 

※専門業者による 

浄化槽法第１１条検査 年１回 

※専門業者による 

※点検実施後は結果を市に提出するとともに、点検結果に対して修繕等適切な対応を

すること。 
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別紙（１５関係） 

大便器洋式化修繕業務基準 

 

山王学童利用者の利便性向上及び衛生環境の改善を図るため、現況の大便器を洋式化

するための基準を次のとおり定める。 

 

１ 業務範囲 

  山王学童４階に設置されているトイレとする。 

 

２ 業務期間 

  狭山市立山王小学童保育室指定管理者募集要項３に定める「指定期間」内とし、施

設運営及び児童の安全確保に支障が生じないよう、事前に市の承認を得た工程表に基

づき計画的に実施すること。 

 

３ 修繕の内容、参考型式及び数量 

場所 内容 参考型式 数量 

４階男子トイレ 大便器の洋式化 TOTO CFS498BM 程度 ２ 

４階女子トイレ 大便器の洋式化 TOTO CFS498BM 程度 ３ 

※給排水設備、ブースやペーパーホルダーの修繕、床・壁の補修、廃材処分等、トイレ

を使用可能な状態にするために必要な付帯工事一切を含む。 
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狭山市立山王小童保育室 平面図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

狭山市立山王小学童保育室 位置図 

 

 

１階 ４階 


